
 
 

 

雇用保険に関する実務講座 

～雇用保険制度の早分かりと手続き上の留意点・雇用トラブルの対処法など～  
 

雇用保険制度の目的・概要を解説し、失業給付に関する留意点についてわかりやすく説明します。 
各種助成金、高年齢者雇用安定法、そして働き方改革関連等の法令改正についても解説します。 
担当者の多数の参加を戴きたくご案内申し上げます。     
       （事業主様 ・人事労務ご担当者様対象） 

開  催  要  領 
１．日 時:２０２３年 6 月 8 日（木）１０:３０～１5:３０ 
２．場 所:北海道建設会館 8 階 A 会議室（札幌市中央区北 4 条西 3 丁目 1 番地） 
３．講 師:進藤サポートオフィス  代表 進藤 聡 氏 
４．受 講 料:会 員(お一人様)   ６，６００円（消費税込み） 

一 般(お一人様)   ８，８００円（消費税込み） 
※受講料は、開催日前日までに銀行振込にてお願いいたします。 

尚、振込手数料は貴社にてご負担願います。また当日キャンセルの場合は、返金いたしませんのでご了承願います。 

 

 

 
５．申込期限:６月 1 日（木）※但し、定員になり次第締め切らせていただきます。 
６．参加申込:下段の QR コード、URL または申込書ご記載の上ファクシミリにてお申込み願います。 
７．お問合わせ:北海道経済連合会 労働政策局 担当 竹上・児玉   Tel:011-251-3592 

※会場受講者様には後日、受講票を発行致しますので、当日ご持参ください。 

■「雇用保険に関する実務講座」申込書（2023/6/8 開催）■ 

 2023 年  月  日 
北海道経済連合会 労働政策局 行（FAX：011-231-2311） 

事業所名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

受講票のお受取方法をお選びください 
（どちらかに○をお付けください） 

ＦＡＸ・Ｅ－Ｍａｉｌ 
※Ｅ－Ｍａｉｌをご希望の場合は下記の申込み担当者様宛

てに送信しますので、必ずアドレスをご記入ください 

所属部署・役職 受講者氏名 業務経験年数 

 
 

 
 

 
 

 
 

申込み担当者部署：          氏 名 ： 

E-mail： 
 
<支払方法>（ ）月（ ）日 <北洋、道銀、北海道信金>にて振込みます。 
※上記、振込予定日、振込金融機関を記載願います。 
         QR コード申し込みはこちらか⇒ 

 URL から申し込みは ↓ 
   https://forms.office.com/r/YrreJVpJ0m 

 

●振込先口座名：北海道経済連合会労働政策局 

･北洋銀行本店（普）０００９７８７ ･北海道銀行本店（普）０１０３２９３  ・北海道信用金庫本店（普）５０４０４７０ 



 

 
【講  座  内  容】 

１．雇用保険制度の目的 
雇用保険制度はなぜ必要? 

２．雇用保険制度の通則 
（１）雇用保険の改正点及び問題点について 
 ①基本手当の受給期間の特例 
 ②出生時育児休業給付金の創設 
 ③65 歳以上の副業・兼業者の雇用保険加入緩和について 
 ④雇用保険料率の引上げについて 
（２）助成金について 
 ①働き方改革推進支援助成金について 
 ②業務改善助成金について 
３．雇用保険制度の概要 
（１）雇用保険の被保険者について 

 ①資格取得届の提出期限と添付書類の関係 
 ②資格取得日と前職の離職年月日が重複した場合 
 ③複数の会社で働いている者の雇用保険の取扱い 

（２）手続き後の取扱い及び失業給付の給付に関して 
 ①被保険者の所定労働時間が週 20 時間未満となった場合 
 ②届出後に内容に誤りがあった場合 
 ③短期間で退職した期間の通算要件 
 ④離職票を作成する場合の留意点 
 ⑤必ず書かせよう退職届 
 ⑥離職理由が会社と本人で食い違う場合どうする? 
 ⑦資格取得手続きを忘れた場合の取扱い 
 ⑧給付制限について 
 ⑨不正受給にはとても厳しい雇用保険 
 ⑩病気やけがで退職しても失業給付は受けられる? 
 ⑪求職の申込み後怪我をした場合、失業給付は受けられない? 
 ⑫週 20 時間未満の労働者も被保険者になる? 
 ⑬「退職」を撤回すると言ってきた。認められるか 
 ⑭研修・技能実習制度における外国人の研修生や技能実習生は被保険者となるか?                    
 ⑮退職勧奨により退職手続を行う場合の留意点(離職票の記載等) 

４．雇用継続給付 
（１）高年齢者雇用継続給付に関して 
 ①高齢者雇用継続給付と賃金の関係 
 ②高齢者雇用継続給付の給付内容 
 ③高齢者雇用継続給付はいつまでもらえるか? 
（２）育児介護休業法に関して 
 ①育児休業の延⾧について 

②育児開始日の指定・育児休業期間の変更 
 ③育児休業期間中に他社で働く事は許されるか? 
５．その他 
（１）２０２３年４月より中小企業も対象!月 60 時間超の時間外労働の割増賃金引上げ 
 ①改正のポイント 
 ②代替休暇について 
 ③労働時間のカウントについて 
（２）２０２４年問題について 
 ①2024 年問題とは何か? 
  

 


